
                                                 

 

 

《平成２５年度はこんな下水道事業を予定しています》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

鳥取市環境下水道部 下水道経営課 
平成 25 年 7 月発行 
TEL 0857-20-3923 

下水道ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

   ～ スイスイ ～ 

人が輝き まちがきらめく 快適・環境都市 鳥取 
No.004 

平成２５年度がスタートしました。環境下水道部では、みなさんの地域に下水道整備を進めるほか、様々 

な事業を予定しています。 

 

①「鳥取市下水道アクションプログラム」の策定 

鳥取市では下水道が目指すべき将来像を実現するため、平成２０年度から１０年後を目標とした「鳥取市下水 

道中期ビジョン」を定めています。今年度は、この中期ビジョンを実行するための後期５年間の行動計画となる 

「鳥取市下水道アクションプログラム」の策定を行います。 

②「秋里雨水ポンプ場」の整備 

平成１６年から進めている、合流式下水道緊急改善事業の最後を締め 

くくる「秋里雨水ポンプ場」が今年度末に竣工します。この施設の完成に 

より、放流水質の改善や浸水を防ぐことが期待できます。 

③未普及地域の下水道整備 

公共下水道未普及地域の解消や、湖山池の水質改善を図るため、下 

水道整備を進めます。 

④千代水クリーンセンター沈砂処理設備の新設 

市内の公共下水道施設から発生する沈砂を収集し、洗浄の集約処理 

を行う施設が、今年度末に完成します。洗浄された砂は、再生砂として再 

利用する予定です。 

⑤回収リン酸塩の利用 

下水処理に伴い発生する焼却灰には、貴重な資源であるリン成分が含まれていますが、このリンを回収する 

施設が平成２５年３月に完成しました。現在この施設により回収したリン酸塩が、肥料原材料に利用できるよう準 

備を進めています。 

 

 

            ★新部長からひとこと★ 
             
 
 
 
 

藤井光洋環境下水道部長 

本年４月から、環境下水道部長を拝命しました藤井です。 
本市の下水道等事業による普及率は全域の 96％となり、平成 25 年度も未

普及地域への整備を促進するとともに、下水管等の老朽化対策と地震対策な

ど施設の強化、長寿命化に取り組んでまいります。また、平成 24 年度より

公営企業会計へ移行し、一層の経営健全化を図る必要があります。市民の皆

様へ下水道事業をご理解いただけるよう、積極的な情報提供とＰＲにも力を

入れてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

建設が進む秋里雨水ポンプ場 

 
下水道の新設工事（布勢地内） 



みなさんのご意見をお寄せください。 

下水道アクションプログラムの政策コメントを募集します！！ 

下水道事業の基本計画になる「鳥取市下水道アクションプログラム」 

の策定を進める中で、市民の皆さんからのご意見をお聞きするため、 

次のとおり市民政策コメントを募集しています。 

平成２５年度から２９年度の５年間に、下水道が取り組む各事業に 

ついて、多くの方からのご意見をお待ちしています。 

資料公開  ６月２８日（金）から本庁舎総合案内所、駅南庁舎総合案内、環境下水道部庁舎、各総合支所産業 

建設課、市公式ホームページで公開します。 

コメントの提出方法  様式は問いません。住所、氏名、電話番号を明記のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メール、 

持参のいずれかの方法により鳥取市下水道企画課計画係へご提出ください。 

提出期限  ７月１９日（金）必着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正しい接続・正しい利用を！！ 
生活排水の向上が河川水質の向上につながります 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理場などの下水道施設は、汚水を処理できる能力が決まっています。処理能力を超える汚水や汚物が流

入すると、機能の停止や処理しきれない未浄化水が河川に放流されることにつながります。特に、農薬などの

薬品類や石油類などは危険ですので、絶対に下水に流さないようお願いします。 

正しく利用することで施設を長く維持でき、河川などの環境の改善につながります。 

また、皆さんのご家庭の排水を下水道へ接続するときには、施設の機能を

損なわないため、基準に沿った設計・施工をしていただくことが必要です。こ

のため接続をされる方は、事前に排水設備指定工事店にご相談いただき、下

水道排水設備確認申請書を市へ提出のうえ、許可を受けてから接続工事をし

ていただきますようお願いします。 

宅内設備が完成したら、基準に沿った施工が行われているかの検査を行い

ます。また、使用開始届により下水道の使用者を登録すると、ここから下水道

使用料の対象になりますので、忘れず届出くださいますようお願いします。 

▶▶ 問合せ先 
●鳥取市下水道企画課 計画係 

（〒680-0902 鳥取市秋里 903） 
▶電話  0857-20-3303 
▶FAX  0857-20-3318 
▶E-mal ges-plan@city.tottori.lg.jp 

 
正しい接続と利用できれいな川に！ 

アクションプログラム５つの目標と主な施策 
①安全なまちづくりの強化 

浸水・地震等の災害による被害を最小限にとどめる安心な街づくりを目指します。 
【施策】浸水対策、地震対策、道路陥没事故の未然防止対策、合流式下水道の改善など 

②暮らしやすいまちづくりの実現 
整備手法や整備時期について地域の裁量性を高めつつ汚水処理の未普及地域の整備を図ります。 
【施策】市街化区域や湖山池周辺地域の整備、公共下水道、集落排水施設の整備による水質改善など 

③環境にやさしいまちづくりの実現 
公共水域の水質の改善及びエネルギー対策、資源循環の促進に努めます。 
【施策】下水道等接続率向上による水質改善、エネルギーの創出など 

④計画的施設管理及び効率化の実現 
新規整備から、維持管理・延命化・改築までを一体的にとらえ、施設を適切に管理します。 
【施策】下水道施設の維持補修・改築更新、下水道用地の有効利用など 

⑤下水道事業の経営健全化 
経営基盤の強化のための取組を推進します。 
【施策】維持管理コストの縮減対策、使用料等収入の確保、下水道の啓発活動など 
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《平成２５年度の下水道整備予定》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名前は ‟とっとリン„ 

  回収リン酸塩の名称が決まりました！ 
 

汚泥の焼却灰から再生資源となるリン酸を回収する施設が、平成２５ 

年３月末に完成しました。 

これに先立って、ＪＡ全農を通じて肥料原料として販売されるリン酸塩 

の名称を広く募集しました。 

全国から３３件の応募をいただいた中から、審査の結果、鳥取の地名 

とシンプルにまとめられた親しみやすい名として、内河裕信さん（相模 

原市）と平山智子さん（仙台市）の‟とっとリン„に決定しました。 

たくさんのご応募ありがとうございました。 

 

平成２５年度は、下記の地域で下水道の工事を進める予定です。 

工事の実施にあたって、道路の交通規制などを行うことがありますので、ご協力をお願いします。 

また、工事の完成後は、皆さんのご家庭の生活排水は、下水道に接続していただくことになりますので、宅内 

工事について排水設備指定工事店にご相談いただくなど、ご検討ください。 

 

〈地図に表示している予定地域は、工事の実施状況などで変わる場合があります。〉 

平成 25 年度予定箇所   

25 年度の下水道整備工事の予定地域 
【千代川西エリア】 

●湖山町西一丁目 ●湖山町西二丁目 ●湖山町北一丁目  

●湖山町南一丁目 ●湖山町南三丁目 ●足山 ●桂見  

●布勢 ●五反田町 ●南安長二丁目 ●徳吉 ●安長 ●古海 

【千代川東エリア】 

●叶一丁目 ●宮長 

千代水クリーンセンター 

国 道 ９ 号 
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鳥取大学 

鳥取駅 

 
試験稼働で回収されたリン酸塩 

秋里下水道終末処理



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

環境下水道部の組織が一部変わりました・・〔４月１日付人事異動〕 

維持係を下水道管理室へ所属替え 
 

 平成２５年４月１日の定期人事異動に合わせて、環境下水道部の一部を組織変更しました。 

平成２４年度に下水道経営課に所属していた維持係が、下水道企画課下水道管理室へ配属替えとなり、事務所

も秋里の下水道庁舎２階に移動しました。 

これにより、処理場や管路、マンホール、水路などの維持・緊急修繕などの窓口が下水道管理室に変わります。 

《下水道各課の連絡先と主な業務》   〔市外局番：０８５７〕 

■下水道企画課   （総務係）２０－３３１５       （計画係）２０－３３０３      （事業調整係）２０－３９２４ 

■下水道管理室   （管理部門）２０－３３１１     （水質部門）２０－３３１６ 

■下水道経営課   （庶務係）２０－３９２３       （料金係）２０－３３０２      （普及係）２０－３３０４ 

■下水道建設課   （建設第一係）２０－３３０６   （建設第二係）２０－３３０７   （改良係）２０－３３０８ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

             下水道接続工事に融資制度のご利用を 

                 《水洗便所改造資金融資あっせん制度のご紹介》 
 

下水道が整備された後には、皆さんのお住まい等の排水を下水道へ接続いただくための工事が必要になりま 

す。この宅内排水管等の接続工事は、皆さんのご負担により実施していただくことになりますが、トイレや洗面所、 

風呂場等の配置や配管距離などによっては、相当の工事費用が生じることがあります。 

このため、鳥取市では「水洗便所改造資金融資あっせん制度」により、接続工事費用を無利子で貸し付けす 

る制度をご案内しています。 

制度の概要は次のとおりですので、この制度をご活用いただき、まだ接続されていない方は、できるだけ早い 

時期の下水道接続をご検討ください。なお、諸手続（書類の提出等）については、工事を依頼した指定工事店 

にご相談ください。 

 【水洗便所改造資金融資あっせん制度の概要】   

●融資あっせんの内容 

1）融資あっせん額  １０万円以上７５万円以内（1 万円単位）。※便槽（し尿浄化槽を含みます。「便器」では 

ありません。）２個以上の場合は１個につき３０万円を加算。ただし、融資対象は３個まで。 

2）返済期間  ６０月以内     3）利率  無利子 

4）返済方法  元金均等払いによる月賦償還 

 ●融資取扱金融機関    

（株）鳥取銀行、（株）山陰合同銀行、鳥取いなば農業協同組合、鳥取信用金庫 

 ●融資あっせん申込の条件 

1）安定、継続した収入がある方   

2）市税、負担金等の滞納が無い方 

3）生計を別にし、一定の収入がある連帯保証人（１名）を有する方 

4）供用開始の日から３年以内に改造工事を行う方（３年を超えている場合でも相当の理由があれば融資でき 

る場合があります） 

・・・・・・・・・・・・・ 融資あっせん制度のお問合せは下水道経営課 普及係 ☎２０－３３０４へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

鳥取市の下水道の利用可能人口【平成 25 年 3 月 31 日現在】処理区域内人口：１８６，８９５人：普及率：９６．３％ 

＊普及率の内訳〔公共下水道：７４．２％  集落排水等：１８．４％  合併浄化槽：３．７％〕 

（普及率＝利用可能人口÷総人口×１００） 

下水道 
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